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地方税財源の充実強化について 
 
現下の地方財政は、景気後退による税収減や、少子高齢化

の進行による社会保障費の増嵩などにより、危機的な状況が

続いている。 
このような中、去る６月２２日に閣議決定された財政運営

戦略では、中期財政フレームとして、地方の安定的な財政運

営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成２３

年度から平成２５年度までの期間中、平成２２年度の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、

国の社会保障給付に係る地方負担の大幅な増加など、地方の

財政需要は更なる増嵩が見込まれている。 
今後も基礎自治体としての市が、地域住民のニーズに応え、

福祉、教育などの市民生活に欠かすことのできない行政サー

ビスを提供し、地域の活性化を図っていくためには、持続的

かつ安定的な行財政運営が可能となる地方税財源の充実強

化が不可欠である。 
 よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く要

望する。 
記 

 

１．地方交付税の増額による地方一般財源総額の確保 
地方財政計画に、社会保障関連経費の自然増など増嵩す

る地方の財政需要を的確に反映することにより、地方交付

税を増額し、地方一般財源総額を確保すること。 
財源不足額については、赤字地方債である臨時財政対策

債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げ

により必要額を確保すること。 
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なお、仮に国の法人税率を引き下げる場合には、それに

より生じる地方交付税などの減収について、地方交付税の

法定率の引上げをはじめとする的確な減収補てん措置を

講ずること。 
 

２．ひも付き補助金の一括交付金化 

一括交付金化の目的は、地方の自由裁量を拡大し、実質

的な地方の自主財源への転換であることを明確にするこ

と。この観点から、地方の自由裁量の拡大に寄与しない義

務的な補助金等は一括交付金の対象としないこと。 

また、一括交付金の総額については、対象となる現行の

補助金等の額と同額以上とし、その配分については、基準

を明確にするとともに、継続事業や団体間・年度間の変動、

財政力の弱い団体に配意するなど、個々の地方自治体の安

定的な財政運営に十分配慮すること。 

 

３．子ども手当財源の全額国費負担 

保育所のようなサービス給付は、地方に委ね、地域の実

態に応じ地方自治体が創意工夫を発揮できる制度とする

一方、子ども手当のような全国一律の現金給付は、国が担

当し全額負担すること。 

 

４．消費税等の税源移譲などによる偏在性の少ない地方税

体系の構築 
地方が担うべき事務と責任に見合うよう、国税と地方税

の税源配分をまずは５：５とすること。 
 その際、地方の安定的な財政運営を確保するため、地方

消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的
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な地方税体系を構築すること。 
 
５．環境関連税制の導入及び自動車関係諸税に係る地方財

源の確保 
環境関連税制を導入するに当たっては、環境施策におけ

る地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地方税として

位置付けるなど、地方の財源を確保する仕組みを構築する

こと。 
なお、自動車関係諸税の税率については、極めて厳しい

地方の財政状況、大幅に遅れている地方の道路整備状況に

鑑み、代替財源を示すことなく現行税率水準の引下げは行

わないこと。 
仮に現行税率を引き下げる場合には、的確な減収補てん

措置を講ずること。 
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地域主権改革の推進について 
 
地域主権改革の第一歩である地域主権改革関連３法案は、

前通常国会において継続審査とされたが、これら３法案は、

今後の地方自治の進展を図る上で極めて重要なものであり、

今臨時国会において一刻も早く成立させる必要がある。 
 また、去る６月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」に

おいては、更なる義務付け・枠付けの見直し、都道府県から

市への権限移譲など、地域主権改革の推進に関する総合的か

つ計画的な方針が示されたところであり、同大綱に沿って改

革が確実に実施されなければならない。 
 一方、地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本改正に

向けた検討を行うため、総務省に地方行財政検討会議が設置

され、議会と長の関係、議会のあり方等について議論がなさ

れている。 
 地域主権改革の進展に伴い、地方公共団体の自己決定・自

己責任の範囲が拡大すれば、住民代表としての意思決定機関

である地方議会の役割は一層重要性を増すことになる。地方

議会が住民の負託に応え、その機能を十分に発揮していくた

めには、現行二元代表制を堅持し、その上で、各議会が地域

の実情に応じ、自らの判断により権能を行使できる「強い議

会」を構築することが必要である。 
 よって、国においては、下記事項を実現するよう強く求め

る。 
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記 
 

１．地域主権改革関連３法案の早期成立 

政策・制度の立案や見直しに当たり、地域の実情を踏ま

えた地方からの提案等を法律上保障する「国と地方の協議

の場に関する法律案」など地域主権改革関連３法案を、速

やかに成立させること。 

 

２．義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大 

地方自治体の自由度を高め条例制定権の拡大を図るた

め、国による義務付け・枠付け及び関与の廃止・縮小を行

うこととし、少なくとも地方分権改革推進委員会の勧告に

基づく見直し条項については、勧告どおり見直すこと。 

 

３．国と地方の役割分担の見直しと都道府県から市への権

限移譲 

国と地方の役割分担を見直し、国から地方に事務・権限

及び財源を一体的に移譲すること。 

また、「補完性・近接性の原理」に基づき、住民に身近

な行政を担う基礎自治体への事務・権限及び財源の移譲を

推進することとし、当面、地方分権改革推進委員会の勧告

どおり都道府県から市への権限移譲を行うこと。 

 

４．地方議会の権能強化 

（１）地方議会議員の法的な位置付けを明確にするため、

地方議会議員の職責・職務について地方自治法に規

定すること。 

（２）議長に議会招集権を付与すること。 
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（３）予算修正権の制限を撤廃すること。 

（４）専決処分の要件を厳格化するとともに、決算不認定

の場合及び専決処分不承認の場合の措置を明確化す

ること。 

（５）議長に議会費予算執行権を付与すること。 

（６）閉会中の委員会活動を自由化すること。 
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